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北九州市居住誘導促進事業補助金交付要綱 

（目的） 

第１条 この要綱は、居住誘導区域内へ移転する者に対し、予算の範囲内で移

転費用等の一部を助成することにより、居住誘導区域内の居住人口の増加を

促進し、もってコンパクトシティの形成に資することを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定め

るところによる。 

（１） 住宅 人の居住の用に供する家屋又は家屋の部分をいい、店舗等の

用途を兼ねるもの（店舗等の用に供する部分の床面積が延べ床面積の２分

の１未満のものに限る。）を含む。 

（２） 居住誘導区域 北九州市立地適正化計画に記載する都市再生特別措

置法（平成１４年法律第２２号）第８１条第２項第２号に規定する居住誘

導区域をいう。 

（３） 既存住宅 次のいずれかの区域に存する住宅（国又は地方公共団体

が所有する住宅を除く。）をいう。 

 ア 北九州市の市街化調整区域（都市計画法（昭和４３年法律第１００号

）第７条第１項の市街化調整区域をいう。以下同じ。）のうち、令和６

年８月１日以後に市街化区域（同項の市街化区域をいう。以下同じ。）

から市街化調整区域に編入した区域 

 イ 北九州市の市街化調整区域のうち、土砂災害警戒区域等における土砂

災害防止対策の推進に関する法律（平成１２年法律第５７号）第７条第

１項の土砂災害警戒区域又は同法第９条第１項の土砂災害特別警戒区域 

（４） 代替住宅 移転者が居住誘導区域内に建設し、又は購入する住宅を

いう。 

（５） 移転元地 既存住宅が所在する土地をいう。 

（６） 移転者 既存住宅に居住しており、補助事業により居住誘導区域内

に移転する者をいう。 

（７） 施工業者等 第３条の補助金の交付対象者（同条を除き、以下「補

助対象者」という。）が第４条第１項の補助金の交付対象事業（同項を除

き、以下「補助対象事業」という。）を行うために契約する事業者をいう

。 

（補助金の交付対象者） 

第３条 補助金の交付対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

（１） 移転者であること。 
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（２） 市税を滞納していないこと。 

（３） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３

年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）、

暴力団員（同条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）並びに暴

力団及び暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象事業は、次に掲げる事業で、移転者が居住誘導区域

内へ移転するに当たり行う事業とする。 

（１） 住居移転事業（移転者が居住誘導区域内に移転するための引越しを

行う事業をいう。以下同じ。） 

（２） 代替住宅建設等事業（移転者が居住誘導区域に移転するために代替

住宅を建設し、若しくは購入し、又は当該代替住宅用に土地を購入する事

業をいう。以下同じ。） 

（３） 既存住宅除却及び整地事業（既存住宅の除却及び移転元地の整地（

当該移転元地に隣接する区域における宅地の管理上必要な安全対策等の措

置を含む。以下同じ。）を行う事業をいう。以下同じ。） 

２ 住居移転事業及び代替住宅建設等事業は、既存住宅除却及び整地事業を伴

うものでなければならない。 

（補助対象事業に関する努力義務） 

第５条 第１２条第１項の補助金の交付を受けようとする事業認定者（同項を

除き、以下「補助申請者」という。）は、補助対象事業を北九州市内の個人

事業主又は北九州市内に本社がある企業（以下「市内業者」という。）であ

る施工業者等に請け負わせるよう努めなければならない。 

２ 補助申請者は、補助対象事業を市内業者に請け負わせることができない特

段の理由がある場合は、別に定める理由書を第１２条第１項の補助金交付申

請書に添えて市長に提出しなければならない。 

（補助対象経費及び補助額） 

第６条 補助金の交付対象経費（以下「補助対象経費」という。）は、次の表

の補助対象経費の欄に掲げる額（当該額に１，０００円未満の端数があると

きは、当該端数を切り捨てた額）とし、予算の範囲内で補助金として交付す

る。 

補助対象事業 補助対象経費 

住居移転事業 引越しに要する経費の全額（当該額が９７５，０００円

を超える場合は、９７５，０００円） 
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代替住宅建設

等事業 

代替住宅を建設し、又は購入するために借り入れた資金

の利子相当額（当該資金の年利率が８パーセントを超え

る場合は、年利率８パーセントで算定した額）（当該額

が３，２５０，０００円を超える場合は、３，２５０，

０００円） 

代替住宅用に土地を購入するために借り入れた資金の利

子相当額（当該資金の年利率が８パーセントを超える場

合は、年利率８パーセントで算定した額）（当該額が９

６０，０００円を超える場合は、９６０，０００円） 

既存住宅除却

及び整地事業 

既存住宅の除却及び移転元地の整地に要する経費の２分

の１の額（当該額が３，０００，０００を超える場合は

、３，０００，０００円） 

２ 前項の規定に関わらず、第２条第３号イの区域に存する既存住宅にあって

は、同項の規定により算定した住居移転事業及び既存住宅除却及び整地事業

に係る補助対象経費を合算した額が９７５，０００円を超える場合は、住宅

移転事業及び既存住宅除去及び整地事業の補助対象経費は、合計９７５，０

００円とする。 

（事業の認定申請） 

第７条 第１２条第１項の規定により補助金の交付の申請をしようとする者は

、あらかじめ、別に定める事業認定申請書に関係書類を添えて、市長に事業

の認定を申請しなければならない。 

（事業の認定） 

第８条 市長は、前条の規定による事業の認定の申請の内容を審査し、適当と

認めたときは、事業の認定の決定（以下「事業認定決定」という。）を行い

、その旨を別に定める事業認定決定通知書により当該申請を行った者に通知

するものとする。 

（事業認定決定の変更） 

第９条 前条の規定により事業認定決定を受けた者は、当該事業認定決定を受

けた事業の内容に変更が生ずる場合は、速やかに、別に定める事業認定変更

申請書に関係書類を添えて、市長に当該事業認定決定の変更を申請しなけれ

ばならない。 

２ 市長は、前項の規定による事業認定決定の変更の申請の内容を審査し、適

当と認めたときは、事業認定決定の変更の決定（以下「事業認定変更決定」

という。）を行い、その旨を別に定める事業認定変更決定通知書により当該
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申請を行った者に通知するものとする。 

３ 市長は、前項の規定による審査により事業認定決定の変更を行うことが不

適当と認めたときは、事業認定決定の変更の不承認の決定を行い、その旨及

びその理由を別に定める事業認定変更不承認通知書により当該申請を行った

者に通知するものとする。 

 

（事業認定申請の取下げ） 

第１０条 前２条の規定により事業認定決定又は事業認定変更決定（以下「事

業認定決定等」という。）を受けた者（以下「事業認定者」という。）は、

事業認定決定等を受けた事業を廃止するときは、速やかに、別に定める事業

認定取下届により市長に届け出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、事業認定決定等を取り消

すものとし、別に定める事業認定取消通知書により事業認定者に通知するも

のとする。 

（事業認定決定の取消し） 

第１１条 市長は、事業認定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるとき

は、事業認定決定等の全部又は一部を取り消すことができるものとする。こ

の場合において、取消しにより事業認定者に損害が生じた場合も、市は、そ

の損害の賠償の責めを負わないものとする。 

（１） 偽りその他不正な手段により事業認定決定等を受けたとき。 

（２） 補助対象者に該当しないことが判明したとき（第７条の規定による

事業の認定の申請後に該当しなくなった場合を含む。）。 

（３） 第２３条第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を

取り消したとき。 

２ 市長は、第１項の規定により事業認定決定等を取り消したときは、別に定

める事業認定決定取消通知書により事業認定者に通知するものとする。 

（補助金の交付の申請） 

第１２条 補助金の交付を受けようとする事業認定者は、別に定める補助金交

付申請書に関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。 

２ 既存住宅除却及び整地事業に係る補助金の交付の申請は、住居移転事業が

完了した年度の翌年度８月末日までに申請しなければならない。 

（補助金の交付の決定等） 

第１３条 市長は、前条の規定による補助金の交付の申請の内容を審査し、適

当と認めたときは、予算の範囲内において補助金の交付の決定（以下「補助

金交付決定」という。）を行い、その旨を別に定める補助金交付決定通知書
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により補助申請者に通知するものとする。 

２ 市長は、補助金交付決定を行うときは、補助金の交付の目的を達成するた

めに必要な指示をし、又は条件を付すことができる。 

３ 市長は、第１項の規定による審査により補助金を交付することが不適当と

認めたときは、補助金の不交付の決定を行い、その旨及びその理由を別に定

める補助金不交付決定通知書により補助申請者に通知するものとする。 

（補助対象事業の変更） 

第１４条 補助金交付決定を受けた者（以下「補助金交付決定者」という。）

は、当該補助金交付決定を受けた事業の内容に変更が生ずる場合は、速やか

に、別に定める補助金交付変更申請書に関係書類を添えて、市長に当該補助

金交付決定の変更を申請しなければならない。 

２ 市長は、前項の規定による補助金交付決定の変更の申請の内容を審査し、

適当と認めたときは、補助金交付決定の変更の決定を行い、その旨を別に定

める補助金交付変更通知書により補助金交付決定者に通知するものとする。 

３ 前条第２項の規定は、前項の場合について準用する。 

４ 市長は、第２項の規定による審査により補助金交付決定の変更を行うこと

が不適当と認めたときは、補助金交付決定の変更の不承認の決定を行い、そ

の旨及びその理由を別に定める補助金交付変更不承認通知書により補助金交

付決定者に通知するものとする。 

（事業完了の期限等） 

第１５条 補助金交付決定者は、補助金交付決定を受けた後に、補助対象事業

に着手するものとする。 

２ 補助金交付決定者は、補助金交付決定を受けた年度の１月末日までに補助

対象事業を完了しなければならない。 

（完了実績報告） 

第１６条 補助金交付決定者は、補助対象事業が完了したときは、別に定める

完了実績報告書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。 

２ 前項の規定による報告は、補助対象事業の完了の日から起算して２０日以

内に行わなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１７条 市長は、完了実績報告書の内容を審査し、適当と認めたときは、交

付すべき補助金の額を確定し、別に定める補助金確定通知書により補助金交

付決定者に通知するものとする。 

（補助金の交付の請求及び交付） 

第１８条 補助金交付決定者は、前条の規定による通知を受けた後、別に定め
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る補助金交付請求書に関係書類を添えて、当該通知で定める期日までに市長

に提出しなければならない。 

（補助金の交付の申請の取下げ） 

第１９条 補助金交付決定者は、補助金交付決定を受けた補助対象事業を廃止

するときは、速やかに、別に定める補助金交付申請取下届により市長に届け

出なければならない。 

２ 市長は、前項の規定による届出があったときは、補助金交付決定を取り消

すものとし、別に定める補助金交付決定取消通知書により補助金交付決定者

に通知するものとする。 

（遵守事項） 

第２０条 補助金交付決定者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

（１） 代替住宅建設等事業に係る代替住宅を市長の承認を受けないで、補

助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、又は貸付けに供してはなら

ない。 

（２） 移転元地を既存住宅除却及び整地事業の完了後に居住の用に供して

はならない（補助金交付決定者以外の第三者が居住の用に供する場合を含

む。）。 

（照会等の実施） 

第２１条 市長は、補助対象事業に関し、補助金交付決定者に対する質問、関

係機関への照会等の必要な措置を実施することができる。 

２ 市長は、補助対象事業が適切に行われていないと認めるときは、補助金交

付決定者に対して、当該補助対象事業を適切に行うように指示するものとす

る。 

（書類の整理） 

第２２条 補助金交付決定者は、補助金の使途に関する領収書等の関係書類を

整理し、補助金交付決定を受けた年度終了後５年間保存しなければならない

。 

（補助金交付決定の取消し） 

第２３条 市長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認め

るときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとす

る。この場合において、当該取消しにより補助金交付決定者に損害が生じた

場合も、市は、その損害の賠償の責めを負わないものとする。 

（１） 偽りその他不正な手段により補助金交付決定を受けたとき。 

（２） 補助金を補助対象事業以外の使途に使用したとき。 

（３） 補助対象者に該当しないことが判明したとき（第１２条第１項の規
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定による申請後に該当しなくなった場合を含む。）。 

（４） 虚偽の事項を報告したとき。 

（５） 事業認定決定等の全部又は一部が取り消されたとき。 

（６） 補助金交付決定の内容若しくはこれに付した条件、法令若しくはこ

の要綱の規定又はこの要綱に基づく市長の指示に違反したとき。 

（７） 施工業者等が暴力団、暴力団並びに暴力団及び暴力団員と密接な関

係を有する者であることが判明したとき。 

（８） その他市長が不適当と認める事由が生じたとき。 

２ 前項の規定は、第１７条の規定による補助金の額の確定を行った後におい

ても同様とする。 

３ 市長は、第１項の規定により補助金交付決定を取り消したときは、別に定

める補助金交付決定取消通知書により補助金交付決定者に通知するものとす

る。 

（補助金の返還） 

第２４条 市長は、補助金交付決定を取り消した場合において、当該取消しに

係る部分に関し補助金を既に交付しているときは、別に定める補助金返還命

令書により補助金の返還を命ずるものとする。 

２ 補助金交付決定者は、前項の規定による補助金の返還の命令を受けたとき

は、補助金返還命令書に記載する期日までに当該返還の命令を受けた補助金

を市に納入しなければならない。 

（その他） 

第２５条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、

北九州市補助金等交付規則（昭和４１年北九州市規則第２７号）に定めると

ころによる。 

（委任） 

第２６条 この要綱の施行に関し必要な事項は、都市戦略局長が定める。 

付 則 

この要綱は、令和６年８月１日から施行する。 


